
平成29年５月14日執行  松伏町長選挙

　松伏町長候補者選挙公報
松伏町選挙管理委員会

５月14日（日）は投票日です。
貴重な一票を大切に、
投票しましょう。

投票日当日に投票できない方は期日前投票ができます。
《期日前投票期間、場所及び時間》

５月13日（土）まで
松伏町役場　第二庁舎　３０１会議室　午前８時30分〜午後８時
松伏町長選挙は、松伏町から転出した方は投票できません。

この選挙公報は、候補者から提出された原稿をそのまま写真にとり、縮小して印刷したものです。


